
平成 15年度、建築物衛生法の法令改正によって、レジオネラ症防止対策の観点から、冷却塔に関す

る維持管理基準が追加されました。さらに、平成 20年度には、厚生労働省が、「建築物の衛生管理にお

ける維持管理マニュアル」の中で、冷却塔に関する維持管理を示しています。 

レジオネラ症を未然に防ぐためにも、以下の点に留意しましょう。 

冷却塔の維持管理について 
 

＜冷却塔の点検＞ 

・冷却塔および冷却水について、一月以内ごとに

一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に

応じ、その清掃及び換水等を行うこと（法令） 

＜冷却水管＞ 

・一年以内ごとに一回、定期に行うこと（法令） 

・使用開始時及び使用終了後に化学洗浄を実施する（維持管理マニュアル）。 

・循環水の汚れが激しい場合は、ブロー量を多くするか又は全ブローを行う（維持管理マニュアル）。 

＜冷却水への殺菌剤添加＞ 

冷却塔の運転中は殺菌剤を連続的に投入す

ることが必要です。また、洗浄殺菌効果を維持

するためにスケール防止やスライム防止等の

水処理を行うことも重要です（維持管理マニュ

アル）。 

＜冷却塔に供給する水＞ 

水道法第四条に規定する水質基準に適合させ

るため必要な措置を講じる（法令）と規定されて

います。冷却塔補給用の水槽を設けている場合

は、水槽の清掃等も行い、適切な水質を維持しま

しょう。 

＜下部水槽の清掃＞ 

・一年以内ごとに一回、定期に行うこと

（法令） 

・使用期間中は、毎月一回程度の物理的

洗浄を行う（維持管理マニュアル）。また、

使用開始時及び使用終了時についても物

理的洗浄を行う。 

＜レジオネラ属検査＞ 

レジオネラ属菌抑制対策の効果確認とともに冷却水系の適正な管理を行うために必要です（維持管

理マニュアル）。 

人が出入りできる場所に設置されている場合や近くに外気取入口がある場合は要注意！ 



 
＜年間管理のポイント＞ 

・冷却塔の清掃・点検・冷却水管の清掃は、年間管理計画に項目を作り、実施漏れをなくす。 

・冷却塔の点検表を作り、状況を詳細に点検し、記録する。 

・冷却水管の清掃は、記録表を作り、清掃実施状況を詳細に記録する。 

・使用殺菌剤の効果を把握し、適切に使用する。 

○ 水管洗浄剤の種類と特徴 

①過酸化水素 

有機物を酸化分解し殺菌する。酸素発泡 

しスライムを剥離させる。 

②塩素剤（次亜塩素酸ナトリウム溶液等） 

有機物を酸化分解し殺菌する。消費量を

見ながらの補充添加が必要である。必要に

応じ腐食防止剤を併用する。 

③各種有機系殺菌剤 

  金属に対する腐食性が低い。 

○ 殺菌剤の種類（「建築物における維持管

理マニュアル」での分類） 

①多機能型 

 スケール防止剤、腐食防止剤、スライムコン

トロール剤とレジオネラ属菌の殺菌剤を含有

するものです。薬注装置を使用し、連続的に注

入して、その効果を発揮します。 

②単一機能型 

 スライムコントロール・レジオネラ属菌の殺

菌機能を有するものです。腐食防止・スケール

防止機能を有する薬剤を別途注入します。 
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＜レジオネラ症とは？＞ 

 レジオネラ症は、「①レジオネラ肺炎」と、「②ポンティアック熱」との２つに分けられます。 

①レジオネラ肺炎 

潜伏期間は 2～10 日。高熱、寒気、筋肉痛、吐き気、意識障害などを主な症状とする肺炎で、時

として重症になり死に至る場合もある。 

②ポンティアック熱 

潜伏期間は 1～2日。発熱を主症状とした非肺炎型疾患で、発熱、寒気、筋肉痛が見られ、一般に

数日で軽快する。 

また、レジオネラ肺炎は、乳幼児や高齢者、病気にかかっている人など、抵抗力の弱い人が感染し

やすいという特徴があります。レジオネラ症は、人から人へ感染することはありませんが、共通の感

染源（冷却塔の冷却水、循環式浴槽等）から複数の人が感染することがあります。 


